
令和５年11月 27日障発 1127第５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「「精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第十二条に規定する精神医療審査会について」の一部改正について」の別添新旧対照表の一部改正 

 

（改正箇所は塗りつぶし部分） 

改正後 改正前 
 

改 正 後 改 正 前 

（略） 
Ⅵ 入院及び入院期間の更新の

届出並びに定期の報告等に関

する審査等の対応について 
法第三十八条の三の規定に

基づき、①措置入院の届出、

②医療保護入院又はその入院

期間の更新の届出、③措置入

院者の定期の報告又は④法三

十八条の二第二項の規定によ

る任意入院者に係る病状等の

報告を都道府県知事が受けた

時の審査会における入院の必

要性に関する審査等の対応に

ついては、以下によるものと

する。 
１ 合議体での審査等につい

て 
（１） 合議体が行う審査の

ための事前手続 
ア （略） 

（略） 
Ⅵ 定期の報告等の審査につい

て 
  
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 合議体での審査等につい

て 
（１） 合議体が行う審査の

ための事前手続 
ア （略） 

 
改 正 後 改 正 前 

（略） 
Ⅵ 入院及び入院期間の更新の

届出並びに定期の報告等に関

する審査等の対応について 
法第三十八条の三の規定に

基づき、①措置入院の届出、

②医療保護入院又はその入院

期間の更新の届出、③措置入

院者の定期の報告又は④法三

十八条の二第二項の規定によ

る任意入院者に係る病状等の

報告を都道府県知事が受けた

時の審査会における入院の必

要性に関する審査等の対応に

ついては、以下によるものと

する。 
１ 合議体での審査等につい

て 
（１） 合議体が行う審査の

ための事前手続 
ア （略） 

（略） 
Ⅵ 定期の報告等の審査につい

て 
  
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 合議体での審査等につい

て 
（１） 合議体が行う審査の

ための事前手続 
ア （略） 



イ 委員による診察 
Ⅴ退院等の請求への

対応についての３

（１）イに準じる。 
ウ 診療録その他の帳簿

書類の提出 
Ⅴ退院等の請求への

対応についての３

（１）ウに準じる。 
（２） 合議体の審査時にお

ける関係者からの意見聴

取等 
ア 関係者からの意見聴

取等について 
合議体は、審査をす

るに当たって、必要に

応じて以下の関係者に

対して意見を求めるこ

とができる。 
 
 
 
 

① （略） 
② 精神科病院の管理

者又は代理人 
③ （略） 

イ 審問 
Ⅴ退院等の請求への

対応についての３

イ 委員による診察 
Ⅴ退院の請求の場合

の３（１）イに準じ

る。 
ウ 診療録その他の帳簿

書類の提出 
Ⅴ退院の請求の場合

の３（１）ウに準じ

る。 
（２） 合議体の審査時にお

ける関係者からの意見聴

取等 
ア 関係者からの意見聴

取等について 
合議体は、審査をす

るに当たって、必要に

応じて以下の関係者に

対して意見を求めるこ

とができる。 
 
 
 
 

① （略） 
② 病院管理者又は代

理人 
③ （略） 

イ 審問 
Ⅴ退院の請求の場合

の３（２）イに準じ

イ 委員による診察 
Ⅴ退院等の請求への

対応についての３

（１）イに準じる。 
ウ 診療録その他の帳簿

書類の提出 
Ⅴ退院等の請求への

対応についての３

（１）ウに準じる。 
（２） 合議体の審査時にお

ける関係者からの意見聴

取等 
ア 関係者からの意見聴

取等について 
審査会は、当該審査

を行う合議体の委員に

対して事前に当該審査

資料を送付する等によ

り、検討を依頼するこ

とができる。また、必

要事項の記載漏れ等を

事前に点検しておくこ

とが望ましい。 
① （略） 
② 精神科病院の管理

者又は代理人 
③ （略） 

イ 審問 
Ⅴ退院等の請求への

対応についての３

イ 委員による診察 
Ⅴ退院の請求の場合

の３（１）イに準じ

る。 
ウ 診療録その他の帳簿

書類の提出 
Ⅴ退院の請求の場合

の３（１）ウに準じ

る。 
（２） 合議体の審査時にお

ける関係者からの意見聴

取等 
ア 関係者からの意見聴

取等について 
審査会は、当該審査

を行う合議体の委員に

対して事前に当該審査

資料を送付する等によ

り、検討を依頼するこ

とができる。また、必

要事項の記載漏れ等を

事前に点検しておくこ

とが望ましい。 
① （略） 
② 病院管理者又は代

理人 
③ （略） 

イ 審問 
Ⅴ退院の請求の場合

の３（２）イに準じ



（２）イに準じる。 
（略） 

る。 
（略） 

 

（２）イに準じる。 
（略） 

る。 
（略） 

 

 


